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（審議経過） 

○都市建設課長 皆様、こんにちは。 

 定刻になりましたので、始めさせていただ

きます。まず、審議会の公開についてご案内

いたします。本審議会は公開を原則としてお

ります。このため、会議記録につきましては

区ホームページで公開させていただいてお

ります。会議記録作成のため、録音をさせて

いただきますのでご了解願います。 

 本日の景観審議会は、当会場とＷｅｂの併

用で開催いたします。途中、音声が聞きづら

い、画面が見にくい等の場合は、お声がけい

ただきますようお願いいたします。 

 なお、審議会の時間につきましては２時間

程度を予定しておりますので、ご理解のほど

よろしくお願いいたします。 

 次に、会場の席上マイクの使い方について

ご案内いたします。ご発言の際にはスイッチ

を入れていただきまして、ご発言が終わりま

したらスイッチをお切りいただきますよう

お願い申し上げます。 

 Ｗｅｂでご出席の委員がご発言をする際

には、まず意思表示をしていただき、指名の

後、ブラウザ画面の下にあるボタンの一番下

のマイクボタンをオンにしていただきまし

て、ご発言が終わりましたら、マイクボタン

をオフにしていただきますようお願いいた

します。 

 また、Ｗｅｂの通信は早口のときに途切れ

る傾向がございます。なるべくゆっくりとお

話しいただきますようお願いいたします。 

 最後に、本日の案件説明は事前に配付いた

しました資料を用いて行いますので、お手元

の資料をご覧いただきますようお願いいた

します。 

 それでは、これからの議事進行につきまし

ては鈴木会長にお願いいたします。鈴木会長、

どうぞよろしくお願いいたします。 

○鈴木会長 それでは、景観審議会の議事を

進めてまいりますのでよろしくお願いいた

します。 

 まず、事務局から今日の議案の資料につい

て説明をお願いいたします。 

○都市建設課長 本日の議案と事前にお配

りいたしました資料の確認をさせていただ

きます。 

 初めに次第をご覧ください。 

 本日の議事につきましては、審議事項が２

件あります。第１号議案「第二次足立区景観

計画の中間検証について（継続審議）」、第

２号議案「『足立まちの風景資産』について

（継続審議）」でございます。 

 次に、事前に配付させていただいた資料に

つきましては、まず本日の次第と名簿、そし

てＡ４横の議案書、議案説明資料といたしま

して右上に第１号議案説明資料１、２、３、

４、５とあるＡ４横、縦、Ａ３横一つづりの

資料、第２号議案説明資料とあるＡ４横、Ａ

４縦の資料、さらにＡ４横の報告書と位置図、

報告資料といたしまして、右上に報告２－１、

報告２－２、報告２－３、報告２－４、報告

２－５、報告２－６、報告２－７、報告２－

８、説明資料とあるＡ４縦、Ａ３横一つづり

の資料となります。 

 なお、こちらの会場には第二次景観計画な

どをとじ込んである紺色のファイルを席上

にご用意しております。必要に応じてご参照

いただければと思います。 

 以上が本日の資料となっております。不足

の資料がございましたら事務局へお知らせ

ください。資料の不足等はございませんでし

ょうか。 

○鈴木会長 それでは、審議に入る前に委員

の出席状況を確認したいと思いますので、事

務局から報告をお願いします。 

○都市建設課長 事務局です。 

 本日の出席状況の報告をさせていただき

ます。本日は、定数１７名のところ１５名の

ご出席をいただいており、審議会が有効に成

立することをご報告いたします。 

○鈴木会長 ありがとうございます。 

 今日、議事録署名人は矢口委員と私自身で

行いたいと思いますので、よろしくご理解い

ただきたいと思います。 

○矢口委員 承知いたしました。 

○鈴木会長 それでは、次第１、議案審議を

行います。 

 事務局より、第１号議案についての説明を

お願いいたします。 

○都市建設課長 事務局です。 

 それでは、第１号議案「第二次足立区景観

計画の中間検証について」、ご説明させてい

ただきます。 

 本案は継続審議案件となっております。議

案書の１ページをご覧ください。 

 この中間検証は、足立区景観条例第３３条

第１項に基づき、足立区景観審議会からのご
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意見を伺うために提案するものでございま

す。 

 続きまして、議案書の２ページをご覧くだ

さい。 

 第二次足立区景観計画策定から５年が経

過するに当たり、中間年度である令和７年度

に行う検証です。景観審議会の下部組織とな

る景観計画推進部会で検証した内容をご覧

いただくとともに、この景観審議会で最終審

議をいただき、中間検証として確定したい所

存でございます。 

 それでは、議案説明資料の説明に移らせて

いただきます。第１号議案につきましては、

説明資料１を中心にご説明させていただき、

説明資料２、３、４についても触れさせてい

ただきます。なお、説明資料５は用語解説と

なっており、景観行政に関する専門用語につ

いて解説を載せておりますので、必要に応じ

てご覧ください。 

 それでは、説明資料１をご覧ください。 

 まず、中間検証の話に入る前に、第二次景

観計画の位置づけにつきましては、足立区ま

ちづくりの分野別の計画として区の景観形

成に関する重要事項を整理したものであり、

景観形成の目標や目標実現のための施策な

どを明記した計画となっております。 

 次に、第二次景観計画の目標につきまして

は、「足立らしい魅力ある景観でつくる親し

みを感じる住環境と心豊かなくらし～とも

に創るくらしのまち足立の景観～」としてお

ります。第二次景観計画では、この目標を実

現するための施策について記載しておりま

す。 

 説明資料２をご覧ください。 

 この資料は紺色ファイルにとじ込んであ

る第二次景観計画からの抜粋となっており、

施策については第５章、４７ページ以降で整

理されております。 

 構成につきましては、第一次景観計画から

の流れを受け、「保全・活用」、「特定地区」、

「規制・誘導」の３つの施策群から成り、各

施策を「協働・協創」により推進していくこ

ととしております。この３つの施策群の中に、

さらに個別の施策が明記されており、その施

策の進捗や達成度が今回の中間検証の対象

となります。 

 次に、本題である中間検証について説明さ

せていただきます。 

 説明資料１にお戻りください。 

 具体的な検証につきましては、先ほど説明

しました施策群の中の具体施策に指標が設

定されており、最終目標値とともに中間目標

値が定められております。 

 計画期間の前半期間である令和２年度～

令和６年度までの活動を対象に中間目標の

達成度を図るとともに、後半期間に向けた取

組の方向性について検討するものとなりま

す。 

 説明資料１の裏面をご覧いただき、説明資

料３も併せてご確認ください。 

 景観施策として最も重要な成果指標は、世

論調査による評価であると考えております。

具体的には世論調査内の「景観・まち並みが

良好である」と思う区民の割合の数値変化を

重点成果指標としております。 

 「景観・まち並みが良好である」と思う区

民の割合が、令和元年度の４４．７％から５

６．１％へと１１．４％上昇しております。

この数値変化は、区民の視点から区内の景観

がよりよくなっていることを表しているも

のと認識しております。 

 さらに、指標ごとの達成度につきましては、

計画策定時当初に設定された３５指標のう

ち、目標を上回った指標が１３指標、目標ど

おりだった指標が１３指標、合わせて２６指

標となり、達成度は７４％となっております。

世論調査の結果と合わせて、一定以上の成果

を収めることができたものと考えておりま

す。 

 その点について、説明資料１の項番３「指

標の見直し及び今後の主な取組み」につきま

しては、説明資料４を用いてご説明いたしま

す。 

 説明資料４は、全ての指標の評価結果など

を記載した中間検証資料となります。左側に

指標と計画策定時の数値、中央に中間検証時

の実績値と部会での評価・検証結果をそれぞ

れ記載しております。また、右側には令和１

２年度に向けた最終目標値及び今後の主な

取組について記載しております。 

 時間の都合上、資料全体に触れることがで

きませんが、指標の見直し及び今後の主な取

組を中心に説明させていただきます。 

 まず、指標の見直しについてです。 

 指標を精査するに当たり、一部の指標は、

ほかの指標と統合することができるものや、

指標による評価が適当でないと思われるも

のが確認できました。今後、足立区ホームペ



3 

 

ージに公開することなどを考え、資料を見た

ときの分かりやすさを優先して、指標の統合

などにより一部の指標を整理させていただ

きました。なお、整理対象となった指標は、

資料中の指標番号の右側に「整理」と記載し

ております。 

 また、中間検証を行う中で既存の活動の成

果を表す指標など、指標の追加も行っており

ます。追加した指標については、資料中の指

標番号の右側に「新規追加」と記載しており

ます。 

 このように、整理した指標が１２指標、追

加した指標が１５指標となり、見直し後の指

標数は３８指標となっております。 

 次に、今後の主な取組についてご説明させ

ていただきます。 

 中間検証では、各指標について、後半期間

に向けた取組の方向性についても議論いた

しました。今回はその中で、とりわけ部会か

らの意見が多かった２つの取組についてご

説明させていただきます。 

 まず１つ目が、ＳＮＳ等の活用強化です。

現在でも、Ｘ及びＦａｃｅｂｏｏｋによる定

期的な情報発信を行っておりますが、今後、

Ｉｎｓｔａｇｒａｍの活用や時代に合わせ

た新技術を採用することにより、安全で効果

的な情報の発信、収集及び分析を行っていき

たいと考えております。 

 次に２つ目として、現地勉強会、フィール

ドワークについてご説明させていただきま

す。中間検証の中で、区内景観の実態調査の

必要性とともに、足立らしい景観形成を目指

していくべきであるという意見がありまし

た。 

 そこで、区内の良好な景観を形成している

事例を現地で確認する現地勉強会を今後実

施していこうと考えています。この勉強会で

は、職員だけではなく、地元のキーパーソン

の方々などにもご参加いただき、一緒に足立

らしい景観とは何なのかを考えていきたい

と思います。 

 最後に今後の方針についてです。 

 今回の中間検証を踏まえ、令和１２年度末

を目途に、第三次足立区景観計画を策定でき

るよう検討を進めてまいります。 

 以上をもちまして、第二次足立区景観計画

の中間検証及び指標の見直し等についての

説明を終わらせていただきます。 

○鈴木会長 ありがとうございます。 

 それでは、委員の皆さんから質疑応答の時

間を取りたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

○土屋委員 質問になるのですけれども、中

間検証（案）の１ページのところで、啓発パ

ンフレット等の発行回数、先ほどもパンフレ

ット、紙媒体でということを言われていたの

ですけれども、これは紙に限らずデジタルで

の発行というのも、この指標に入ってくるの

でしょうか。昨日は同じ場で環境審議会があ

り、エコについて議論したのですが、そのよ

うな紙媒体が良いと言う方もいるし、年代に

よってはデジタルのほうが良いという方も

いらっしゃいます。デジタルであれば現地に

行かなくても手に入るという利点もありま

すし、紙媒体に限らずデジタルでの発行とい

うのも指標に入るのかどうか、入れてはどう

かという趣旨ですがそれが１つです。 

 先ほど、まち歩きということも強化してい

くとおっしゃられていましたが、その点に関

しても、実際に現地で見て、季節であったり

とか樹木であったりとか、景観の美しさを感

じるということと併せて、例えば子どもが風

邪を引いて、行きたいけれども行けなかった

という方は、デジタルでそういったバーチャ

ルツアーみたいなことを体験できるという

こともあるかと思いますのでその辺りの考

え方はどうかということの２点です。 

○都市建設課長 第１号議案の説明資料４

の一番下の７番、「啓発パンフレット等の発

行回数」の１つ目のご質問かと思います。こ

ちらにつきましては、今の時点ではデジタル

ということは含んでいない形の回数とはな

っておりますけれども、今後、当然、紙、デ

ジタル、双方での情報発信などは必要かと考

えておりますので、それは前向きに考えてい

きたいと思っております。 

 また、まち歩きにつきましては、バーチャ

ルになるのか分かりませんが、当然、当日の

実施状況などは写真などを撮りながら、今後

の利活用を考えていきたいと思っておりま

す。どのような形でできるのかどうかにつき

ましても、また今後検討させていただきたい

と思います。 

○酒井委員 ＳＮＳを活用してというとこ

ろは大いに賛成でございます。Ａ３の説明資

料４の３、Ｉｎｓｔａｇｒａｍの話が内容と

しては触れられています。若者向けについて

は、やはりＩｎｓｔａｇｒａｍやＴｉｋＴｏ
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ｋなどが重要な感じになってくるかと思っ

ております。インバウンドということを考え

れば、Ｉｎｓｔａｇｒａｍを強化していかな

ければいけないと考えているのですが、これ

のＫＧＩ、いわゆる最終目標として重要指標、

最終目標値としてＩｎｓｔａｇｒａｍのと

ころは回数について特に触れられていなか

ったので、最終目標値の中に入れ込んでいた

だいたほうがよろしいのではないかと考え

ました。 

○都市建設課長 組織的な話になってしま

うのですが、実はＳＮＳ等のＸやＦａｃｅｂ

ｏｏｋにつきましては、都市建設課として把

握できる情報になっております。逆にＩｎｓ

ｔａｇｒａｍは報道広報課の発信になって

おります。そこは事務局として把握できない

ところもあるので、今後どのような形で把握

できるのかも、横展開、調整をさせていただ

き、それに向けてどのような形で目標値を定

めることができるのか前向きに考えていき

たいと思っております。 

○斉藤委員 今、ＳＮＳでの情報発信の話に

なっていると思いますけれども、足立の景観

を発信していくのは、どのような人たち向け

なのかと思いました。例えばＳＮＳで発信す

ることを重視するのであれば、どうしても若

い人向けになると思うのですけれども、年配

の方向けには最初からあまりお知らせを重

視していないのでしょうか。若者向け、高齢

者向けにはこのような媒体を使うと、それは

決めていらっしゃったのかと不思議に思い

ました。誰向けになっているのでしょうか。 

○都市建設課長 ＳＮＳを活用される方は

当然若い方が多いのかなと思っております

ので、ターゲットとしては、そのような形に

なると思っております。 

 ただ、第２号議案の話にはなりますけれど

も、風景資産を今後考えていきたいと思って

おり、その中では様々な媒体、例えば「あだ

ち広報」など、様々な紙媒体も含めて風景資

産、いわゆる景観について皆さんに考えてい

ただきたい、触れていただきたいと考えてお

ります。そのやり方、その素材によっては

様々な媒体を使いながらやっていきたいと

考えております。 

○斉藤委員 そうしますと、例えば２０代向

けとか３０代向け、４０代向け、６０代向け、

７０代向けと、どの層を特に重視するとか、

そのようなお考えで発信をされているわけ

ではないということでしょうか。見る人が見

るという、こちらからどのような層向けによ

り重視するということではないということ

なのでしょうか。どのような人が見るのかと

思ったので、特定の人だけが見てしまわない

かと思いました。最初から若者向け、足立区

で２０代とか３０代、どのような層が多いの

かと、その人たちに向けてまずは発信してし

まう、そのような目標を決めるのはどうだろ

うかと思いました。 

○都市建設課長 ＳＮＳとかであると、どう

してもターゲットを決めることはなかなか

難しいのかと思っております。解析の中で、

どの程度の方が見ていらっしゃるのかとい

うのはあるのかもしれませんが、まず区とし

ましては、景観について、いろいろな媒体も

使いたいのですけれども、なかなかなじまな

い媒体とかもあるものですから、まずはＳＮ

Ｓ等で情報発信させていただきます。少し繰

り返しになってしまうかもしれませんが、例

えば風景資産とかであれば、例えば子どもた

ちにも関わっていただきたいので、今後のお

話になりますが、小中学校にポスターを貼っ

たり、高齢者がよく利用されるところに例え

ば風景資産のチラシを置かせていただいた

りするなど、年代ごとによく使う場所がある

と思いますので、そのようなところを工夫し

ていきたいと思っております。純粋に景観と

いうターゲットの中でのＰＲとなると、媒体

としてはＳＮＳを重視して考えていきたい

と思っております。 

○斉藤委員 行ってみて、今後このような層

にあまりにもお知らせができていないとな

ったら、どうするかという検討が行われるか

もしれないということでしょう、分かりまし

た。 

○政策経営部長 今のことに関連してなの

ですが、今、区民の方がどこで情報を取って

いるかという中で一番多いのは広報紙にな

っています。 

 ですから、幅広い年代に広報紙は一つ有効

な情報発信の手段だと思っています。Ｉｎｓ

ｔａｇｒａｍも始めまして、そちらもどうや

ったら皆さんに見ていただいて、良い反応が

いただけるものかというのを少し力を入れ

てやっていこうと思っています。報道広報課

とも連携しながら、足立区の良い風景などを

発信していければと思っておりますので、庁

内連携も深めていきたいと考えております。 
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○鈴木会長 それでは、ほかにご質問等がな

ければ、この件を採決させていただきたいと

思います。 

 本件につきまして、異議のないものと決定

してよろしいでしょうか。 

（「異議なし」） 

〇鈴木会長 ありがとうございます。 

 それでは、第１号議案については異議のな

いものと決定いたします。 

 続きまして、第２号議案「『足立まちの風

景資産』について」、事務局より説明をお願

いいたします。 

○都市建設課長 それでは、第２号議案「『足

立まちの風景資産』について」、ご説明させ

ていただきます。本件は継続審議案件となっ

ております。 

 議案書の３ページをご覧ください。 

 足立区景観計画に基づき指定する「足立ま

ちの風景資産」について、足立区景観条例第

３３条第１項に基づき、足立区景観審議会の

意見を聴くために提案するものでございま

す。 

 続きまして、議案書の４ページに記載の本

件の概要についてご説明いたします。 

 令和３年１月に策定した第二次足立区景

観計画において、景観資源の保全・活用によ

り景観形成を推進していく取組の一つとし

て、「足立まちの風景資産」の指定を掲げて

おります。 

 第１回目の選定として、令和７年５月に３

３件の風景を「足立まちの風景資産」として

選定しました。今後も同様の取組を継続し、

景観資源の重要性を区民、事業者、足立区で

共有し、景観資源を保全・活用をしていくた

め、足立区景観審議会に意見を求めるもので

ございます。 

 それでは、資料の説明に移らせていただき

ます。 

 右上に「第２号議案説明資料」とあるＡ４

横の資料をご覧ください。 

 表紙に前回の第１回で選定された３３件

を列記しております。 

 表紙の裏に目次として、本日の議題、報告

事項等のページを記載しております。 

 まずは確認事項として１と２、前回のおさ

らいとして３と４、その上で５～７で今回の

議題である第２回の募集についてご審議い

ただきます。８～１１については、次回以降

の審議会で検討予定の内容となりますが、参

考資料として添付しております。最後に１２

で現在の普及活動についてご報告いたしま

す。 

 まず、１ページをご覧ください。 

 景観計画による風景資産の位置づけを抜

粋しております。「足立まちの風景資産」と

は、公共空間から見ることができ、区民に親

しまれている景観のうち、地域の風土、歴史、

文化を感じさせるもの、地域のシンボルやラ

ンドマークになるものを重要な景観資源と

して選定する足立区独自の取組です。 

 写真コンテストや人気投票ではございま

せんが、区民の皆様の意見を最大限尊重して

いきたいと考えております。 

 続きまして、２ページをご覧ください。 

 選定の流れでございます。三角形の下から、

「募集」「整理」「投票」「評価」「選定」

と流れを５段階で捉えました。区民の皆様に

参加していただくのが「募集」「投票」、景

観審議会、推進部会で検討いただくのが「整

理」「評価」、そして景観審議会で「選定」

していただくことになります。 

 区民参加が最も望まれるのが「投票」とな

っております。アリオ西新井でのパネル展の

状況でも、昨年の投票は土日の２日間で約１，

１００名の方にご参加いただきました。 

 続きまして、３ページをご覧ください。 

 前回の選定の流れでございます。ＱＲコー

ド先には風景資産のホームページがござい

ますので、お時間があるときにご覧ください。 

 現在は３３件の選定風景の周知活動とし

て、パネル展示、まち歩き等を行っておりま

す。参加者からは「足立区のきれいな風景を

たくさん見ることができた」、「次回も楽し

みにしている」等の好意的な意見をいただき

いております。 

 投票上位の区民の思い入れがある風景と

委員推薦の知られざる景観価値の高い風景

のバランスがよかったこと、「タコさんすべ

り台」のような賛否両方の意見を掲示し、景

観について考えるきっかけがつくれたこと

などが成果につながったと考えております。 

 続きまして、４ページをご覧ください。 

 検討課題を３つ提示しております。 

 まずは、前回、初めての試みではございま

したが、試行錯誤したのは、選定過程の明確

化ができていなかったことだと考えており

ます。今回は、後ほどご説明する５ページの

選定スケジュールにあるとおり、景観審議会
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での審議を計画的、段階的に行い、選定過程

を明確にして進めていきたいと考えており

ます。 

 次に、投票対象風景の整理につきましては、

前回は整理・準備の期間が短く景観審議会と

して十分な議論ができなかったため、結果的

に投票から選定発表まで多くの時間がかか

ってしまいました。今回は募集から投票まで

の準備期間をしっかり設け、投票対象風景の

整理に十分時間をかけていきたいと考えて

おります。 

 次に、区民向け周知活動としましては、前

回よりさらに積極的に区民の皆様に参加し

ていただくために、日めくりカレンダーや周

知ポスターの制作を検討しております。 

 続きまして、５ページをご覧ください。 

 次回選定スケジュール案を記載しており

ます。今期の景観審議会委員の任期が令和１

０年３月までとなっておりますので、任期期

間中の選定を目指し、募集は令和８年３月～

令和９年２月、投票は令和９年７月～令和９

年１０月を予定しております。 

 本日の景観審議会の議題としては、選定の

流れ、募集テーマ、募集要項等を決定してい

ただきたいと考えております。 

 前回の選定から８か月しか経過しており

ませんが、区民からは「今は募集していない

のか」、「次回はこんな風景を応募したい」

との意見をいただきいております。春夏秋冬

を意識した風景を応募できるよう１年間の

募集期間を設けること、景観審議会委員の任

期、事務局内の運営を考慮しましても、３年

周期で継続的に行うことが望ましいと考え、

このスケジュールを設定いたしました。 

 続きまして、６ページをご覧ください。 

 選定の目的でございます。吹き出しに記載

したとおり、前回の選定時に、景観審議会委

員、推進部会委員、区民の方から多くのご意

見をいただききました。まずはできるだけ多

くの区民の皆様に参加していただき、景観に

関する意識を高めること。意識が向上したと

ころで、足立区の魅力ある景観資源の重要性

を認識していただき、保全・活用につなげて

いくこととして、風景資産の事業を進めてま

いりたいと考えております。 

 次に、応募・投票・選定の対象につきまし

ては、足立区内における次世代につなげてい

きたい風景としております。風景資産は具体

的な「もの」だけではなく、抽象的な人々の

活動や心の風景も対象と考えております。な

お、「川」「みどり」「花」「まち並み」「建

造物」「活動」の風景対象と記載しておりま

すが、「川」につきましては「川・水辺」に

変更したいと事務局では考えております。理

由としましては、足立区は四方を川に囲まれ

ていることに加え、昨年１１月にまち歩きを

行った見沼代用水など、水に関する歴史的な

景観も多くあるためです。 

 対象外の風景につきまして、今後、失われ

た風景等もテーマとして取り上げることも

あるかもしれませんが、今回の募集では除外

し、誰でも見に行けることを重視したいと考

えております。 

 また、前回の第１回で選定された風景も対

象外とし、注釈にありますとおり、例えば「西

新井大師」「舎人公園」は第１回選定のため

に対象外、「西新井大師参道」「舎人公園の

桜」等、焦点を絞った風景は応募可としたい

と考えております。 

 続きまして、７ページをご覧ください。 

 募集につきましては、補足資料の募集チラ

シ（案）も参照していただきながら、ご確認

いただきたいと思います。 

 まず、募集期間は令和８年２月～令和９年

２月までの１年間を予定しております。前回

同様、オンライン申請、郵送、窓口で受け付

けする予定です。タイトル、コメントの文字

数につきましては、ＳＮＳの文字数制限を参

考に、合わせて１４０文字となるようにしま

した。 

 次に、テーマにつきましては、「守り育て

たい足立らしい風景」を景観計画推進部会案

として提示いたします。ほかのテーマ候補も

検討いたしましたが、第３回以降もテーマに

変化を持たせて継続していきたいと考えて

おります。 

 以上を踏まえまして、補足資料として添付

しました募集チラシ（案）は、内容が誤解な

く伝わるように検討いたしましたが、テーマ

等をご確認いただき、審議会での決定を踏ま

え、チラシを印刷、募集を開始したいと考え

ております。 

 次の８ページ～１１ページの「整理」「投

票」「評価」につきましては、本日の審議会

での説明は割愛させていただき、次回以降の

審議会で改めて議論していただきたいと考

えております。 

 続きまして、１２ページをご覧ください。 
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 普及活動につきましては、まず、３３件選

定された「足立まちの風景資産」を広く知っ

ていただくため、また、今回の選定活動に参

加していただくため、日めくりカレンダーを

制作して、応募者、イベント参加者に配布し

たいと考えております。カレンダーの仕様と

しては、風景資産の写真とともに１～３１の

数字を記載した月表示なしの日めくりカレ

ンダーを想定しております。 

 次に、より多くの小中学生に参加していた

だくために、募集、投票ポスターを小中学校

内に掲示することを企画しております。先日、

校長役員会で企画を説明しておりまして、各

校に２枚１組ずつ掲示するとともに、小中学

生用のタブレットから募集、投票していただ

けるよう働きかけていきたいと考えており

ます。 

 最後に、「足立まちの風景資産」をご審議

いただくに当たりまして、次の３点について

ご意見をいただききたいと考えております。 

１点目が５ページの「次回選定のスケジュ

ール」について、２点目が６ページの「選定

の目的と対象」について、３点目が７ページ

の「次回の募集開始」についてとなります。 

 以上で、第２号議案「足立まちの風景資産」

の説明を終わります。ご審議のほど、よろし

くお願いいたします。 

○鈴木会長 それでは、委員の皆様からご意

見、ご質問をいただききたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

 特に今日は、先ほどの説明ですと、５番と

６番と７番を決定したいので、ここはよくご

審議いただきたいと思います。 

○斉藤委員 募集のチラシについて質問申

し上げてよろしいでしょうか。 

 まず、風景資産募集チラシの表面にある風

景資産カレンダープレゼントという記載に

ついて、カレンダーらしいリングのついたイ

ラストがあるのですが、裏の真ん中辺りにあ

る記載にはリングのカレンダーらしいもの

がなく、ウニのようなトゲトゲのものを載せ

るよりはカレンダーのイラストのほうが分

かりやすいのではないのかと思います。トゲ

トゲなウニのようなものがどうしてこんな

にトゲトゲしているのか私は気になりまし

た。そのトゲトゲの色と表側の「守り育てた

い足立らしい風景」のグレーの横線が暗いな

と思うのですが、下線を引くのであれば赤な

どの目立つ色の方が良いのではないかと思

いました。 

 もう一つ、表の「募集中」はすごく大きく

て分かるのですが、その上の「あなたの大切

な風景」という言葉も大事ではないかなと思

うのですが、後ろの写真と重なってしまって、

あと文字も小さくてすごく見にくいと思い

ます。そのような感想があるのですが、これ

でチラシはほぼ完成なのかと思いますと、何

か暗いチラシだと思ってしまいました。 

○都市建設課長 ３点あったかと思います。

裏面のカレンダーのイラストがあったほう

が良いのではないかということと、表面の下

線がグレーで少し暗いのではないかという

こと、真ん中の「あなたの大切な風景」とい

う文字が小さいのではないか、この３点だっ

たかと思いますけれども、そこはより伝わる

ように工夫していきたいと考えております。 

○斉藤委員 そうですか、お願いします。 

○酒井委員 ６ページに「足立区独自ではな

い風景でもいいの？」という括弧書きがあり、

「区内が一部でも入っていれば、区内から区

外を眺める風景も可」ということで、例えて

言いますと、我が家の屋上からスカイツリー

が見えるのですが、スカイツリーは墨田区で

す。これが足立区で郷土愛と言われてもどう

なのだろうなというのが率直なところでご

ざいます。この括弧書きをわざわざ入れた理

由は何かあるのでしょうか。 

○景観計画係長 前回も募集したときに、富

士山やスカイツリーというのもありました

が、実はこれが見えるということも、空が広

いから見えるということもあると思います。

足立区から見える風景で、富士山やスカイツ

リーが見える下には足立区のまち並みも見

えているはずなので、こちらは足立区の風景

として前回は判断させていただきました。 

 今回また景観審議会で議論を重ねる中で、

「それは違う」という話になれば変わるかも

しれませんが、事務局としてはできれば次回

も、それも足立の風景として取り入れていた

だきたいと考えております。 

○鈴木会長 よろしいですか。 

○酒井委員 私個人の意見なので。皆さんが

どのように思われるかは別ですが。 

○土屋委員 １つは、テーマが「守り育てた

い足立らしい風景」ということですが、「守

りたい」と言われると、昔からあるものとい

うような規定になると感じます。新しく来た

人からすると、少し選びづらいというか、少
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し違うような気もしたりするので、今回のテ

ーマに込められた思いをもう少しお話しい

ただけないかということが１つと、１００名

にカレンダーをプレゼントということで打

ち出されているのですが、せっかく作成され

るものですし、欲しいと思う人が購入できる

ような仕組みも検討いただけたらと思いま

す。千住に街の駅がありますが、そこで様々

な物を売っていたりもしますし、郷土博物館

など、そのようなところで購入できるように

工夫いただけないかというのが２点目です。 

○都市建設課長 ２点あったかと思います。 

 ２点目について、日めくりカレンダーにつ

いて購入をご希望する方が特に多くいまし

たら区として可能なのか検討しなければい

けないと思っていますが、まずはノベルティ

として考えておりますので、基本的には販売

しない方向で今の時点では考えております。

ただ、あまりにも人気があり、どうしても買

いたいというお話がございましたら、どのよ

うな形で販売することができるか、検討させ

ていただければと思っております。 

 １点目に戻りますけれども、「守り育てた

い足立らしい風景」ということなのですが、

こちらにつきましては、当然昔から足立区に

住んでいる方、また、これから足立区に引っ

越して定住を考えている方、様々な方がいら

っしゃると思います。足立区として、その風

景について昔から続いているもの、また今後

も継承していきたい風景というのは当然あ

るかと思いますが、そのようなところについ

て、足立らしさというところがポイントかと

思っております。そのような思いも込めて守

り育てたい、新しい方、古い方も含めて、足

立らしさを今後育てていきたい、継承してい

きたいという思いで、「守り育てたい」とい

うテーマを設定させていただいたものでご

ざいます。 

○海老沼委員 今、皆さんで意見を交換して

いることは、詳細にわたって詰める作業にな

っています。私の言うことは、そこから外れ

てしまって恐縮なのですが、私はこの「守り

育てたい足立らしい風景」という中で「守り

育てたい」というところがすごく重要ではな

いかと思いますが、過去のただ良いものを拾

い集めて発表するだけでは次へ育たないと

も思います。足立の景観が良好と感じる人が

増えたことはすばらしいことですが、それを

この先どう生かすかということが大事だと

思っています。そうすると、どんなにすばら

しい風景をまとめても、その後に例えば無計

画に建築物ができてしまったら、その風景は

将来台なしになってしまいます。ですから、

ここで風景資産を取りまとめた次の段階に

何をしていくか想定しながらこの作業をし

てくれたらとてもありがたいと思っていま

す。実は私の会社は北千住にありまして、北

千住では今年は開宿４００年祭というのを

１年間ずっと継続してやりました。とても良

いお祭りになりました。特にソフト面、実は

大名行列などもさせていただき、様々な人た

ちがそこに参加をして、まちがとても盛り上

がりました。それはソフト面ですが、新年度

も大名行列や阿波おどりをやろうという話

も地域では出ておりまして、この４００年祭

ということが次のレガシーになり、ソフト面

で生きてくることになります。僕はこのレガ

シーをハード面でも長期にわたって生かし

たい、例えば北千住のまちづくりに生かせれ

ばと思っています。実は私の会社は千住３丁

目にあり、だんだん手狭になってきたので、

そのうち社屋も建て替えなければいけない

と思っています。そのときには千住の文化に

配慮したデザインにしなければいけないだ

ろうと自分では思っています。北千住はその

ような歴史ということがありますが、竹の塚

には寺町や農地があり、綾瀬には公園の緑な

ど色々あると思います。それぞれの地域がそ

れぞれの特色を持った風景資産を持ってい

るわけです。ですからそれを生かして、その

次のまちづくりをしていくときに基本的な

考えを区のほうで整理して指導をしていく

など、そのようなところに繋げていけたら、

この風景資産の活動がとてもすばらしいこ

とになると感じました。これは意見です。 

○都市建設部長 今、海老沼委員がお話しさ

れたことは、実は簡潔に申し上げにくい、す

ごく重たい話だと思っています。今は景観計

画という切り口ですけれども、実は私にはも

う一つの名前があり、エリアデザイン推進室

長という仕事をやっております。実は千住地

区も、千住らしさをどのように残していくか

という課題があります。開宿４００年という

話があり、次の１００年に向けて千住のまち

をどのようにしていったら良いか真剣に考

えています。ただ、それにはそこに住み暮ら

し建物を所有している方の協力も必要です

し、４００年前の宿場町の風景に戻すのかと
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いうと、そのようなことでもないと思ってい

ます。片方で、千住らしさというのは何かと

いうこと、「景観とは何ですか」という話に

もつながると思うのですが、一方で都市建設

部長としての立場で言えば、やはり密集市街

地の改善もしなければいけないという、千住

らしさを残すのだけれども、防災面にも気を

遣わないといけないという、そこのバランス

をどのように取っていくのかが大事になり

ます。ですから、海老沼委員がおっしゃった

ことは非常に大切なことだと思っています

ので、またこのような場で議論させていただ

きたいと思っております。私も本当に次の１

００年に向けて何ができるのかということ

は今とても重要なことだと思いますので、今

のご意見を心して計画づくりをしていきた

いと思っております。 

○海老沼委員 生意気なことを言いました

けれども、やはり頭の中に意識して何かする

のとそうでないのでは大きな差が将来出る

と思いました。ありがとうございました。 

○野沢委員 先ほどからお話がある足立ま

ちの風景資産募集中のチラシなのですが、こ

れを見ると募集対象は「足立区の風景である

こと」、「誰でも立ち入れる場所から誰でも

見られる風景」、「第１回で選定されていな

い風景」、この３点が書かれています。そし

て、下のほうに注意事項ということで「写真

コンテストではございません」ということで、

写真の優劣ではなく、コメントも含めて総合

的に判断し、同系の風景を取りまとめて選定

する可能性があるためというように書いて

あるのですけれども、これは応募する側とす

ると、選定基準が分かりづらいという気がし

ます。タイトルとして「守り育てたい足立ら

しい風景」というテーマがあるので、先ほど

事務局がおっしゃったような思いのような

ものをもう少しチラシに反映しても良いの

ではないか思います。 

○都市建設課長 当然、事務局として委員の

お話の内容については書き加えたいとは思

っているのですが、言葉にするのも難しく、

紙面上の問題もあって、なかなか難しいのが

本音ではあります。ただ、今後募集するに当

たりまして、このチラシだけではなく、ＳＮ

Ｓで発信したり、イベントを開催したりする

ことも考えております。その中で直接お会い

した方にお伝えすることも可能なのかと思

っています。紙面上ではできるかどうか分か

らないですけれども、どのような形にすれば

事務局としての思いが伝わるかどうか考え

ていきたいと考えております。 

○野沢委員 ＳＮＳというお話がありまし

て、Ｘに定期的に流れてきて、頑張っている

感はすごくあると思うのですが、先ほどから

お話があったとおり、高齢の方、それほどＳ

ＮＳを利用されない方に対し、もう少しパネ

ル展示の回数を増やしたり、極端にいえば庁

舎ホールの大ホールで上映会を行ったりす

るなど、ＳＮＳではなくて直接的なアプロー

チをもう少し増やしても良いような気がし

ますけれども、この点についてはいかがでし

ょうか。 

○都市建設課長 パネル展示は今後もやっ

ていきたいと考えておりますし、また、駅に

あるスタンド、あちらもいろいろな方にご覧

いただける場所かと思っております。また、

それ以外にも良い場所があるかどうかも含

めて考えていきたいと思っております。 

○野沢委員 ありがとうございます。今のは

要望です。 

○片野委員 先ほど高齢者の話が出ていま

したけれども、やはり情報を取るということ

がなかなか難しい人たちです。取りにいくの

ではなく、必然的に見られる場所にある程度

アプローチする必要があります。デジタルサ

イネージがあると思いますが、待ち合わせを

している間に見ていることが多いと思いま

す。昨年度などはデジタルサイネージを利用

されて告知や周知をされていらっしゃった

のでしょうか。 

○都市建設課長 第１回募集のときには、デ

ジタルサイネージは活用しておりません。デ

ジタルサイネージを管轄する部署がござい

ますので、できるかどうかは前向きに考えて

いきたいと思います。 

○川村委員 今回ノベルティで日めくりカ

レンダーということですが、そもそもこの取

組自体が子どもたちにももっと参加しても

らいたいということを考えている中で、日め

くりカレンダーをノベルティにすると、食い

ついてくれる世代も限られるのかというよ

うに思います。例えば、現役世代は本当にア

プリとかでしかスケジュール管理をしなか

ったり、子どもたちにカレンダーを渡しても

一家に一個で良いというように思う方もい

らっしゃるのではないかと思います。今「足

立区自由帳」といって、表紙に写真が写って
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いる自由帳をイベントで配布したりしてい

ます。どのような世代でもあって困らないも

の、例えば自由帳であれば大人の方でもメモ

帳代わりに使えるし、子どもたちだと自由帳

として使うと思います。あとはクリアファイ

ルにしてみるとか、あって困らないようなノ

ベルティにするのも良いのではないかと思

ったのですが、このカレンダーにした経緯と

いうところはいかがでしょうか。 

○都市建設課長 日めくりという話だと、当

然毎日めくるという行為が出てくるので、そ

の中で毎日写真を見るということになりま

す。触れる機会が増えるというところもある

と思い日めくりカレンダーということにな

りました。ただ、先ほどおっしゃられた通り、

例えばクリアファイルや自由帳というお話

もいただきましたので、まずは日めくりカレ

ンダーを作らせていただきますが、今後他の

ノベルティは当然有効かと思っています。次

の段階でどのようなノベルティが良いかど

うか、また考えてやらせていただければと思

っております。 

○川村委員 分かりました。ぜひ全ての世代

が喜んでもらえるようなノベルティ、何パタ

ーンかあっても良いと思いますので、ぜひ検

討いただきたいと思います。 

○矢口委員 ２点です。私は他の区でもこの

ようなことをやっているのですが、一つ気に

なったのが、先ほどＱＲコードで地図を確認

したところ、現在の選ばれている風景が足立

区の外側に多いという印象でした。先ほど足

立区は川で囲まれている区という話があり

ましたが、川周辺に多く、要は足立の中心部

にあまり風景資産が見つけ出されていない

ということが気になっていました。今後もし

まち全体に風景資産を発見したいのであれ

ば、何かまちの中心でも発見しやすいような、

募集のときの工夫が必要なのではないかと

いう気がします。これはほかの区でも同じよ

うな問題があり、今後考えたほうが良いかと

思ったのが１点です。 

 ２点目が、このチラシのほうでも６つのカ

テゴリー、「川」「みどり」「花」「まち並

み」「建造物」「活動」と６つ出されていま

すが、このカテゴリーになった経緯は把握し

ていないのですが、このカテゴリー以外でも

出てくるのではないかと思っています。もし

かしたら種類のところで「その他」を加えた

ほうが、要は風景資産を選ぶときに、こちら

が思っていないところの風景資産が出てく

る可能性を考慮した方が良いかと思ったの

が２点目です。Ａ４横づかいの「第２号議案

説明資料」の中の１ページ目、選定対象のと

ころには文化や風土、歴史などのキーワード

もあるので、これがこの６つのカテゴリーの

「川」「みどり」「花」「まち並み」「建造

物」「活動」の中で、どこで拾われてくるの

か、対応関係がいまいち私には見えてきてい

ないので、それ以外の部分で拾い上げるのも

良いかと思いました。これは意見です。 

○都市建設課長 まず１点目です。第１回の

風景資産で選ばれた箇所が周辺に多くて、中

央に少ないというお話なのですけれども、実

際、興野など、その辺の地域で選ばれている

ものがなく、様々な方から「色々な良いもの

があるのに、今回選ばれていないね」という

ご意見をいただいております。例えば、あち

らの地域であれば蓮など、選定の候補として

は挙がったのですが、最終的には３３件まで

至らなかったというものです。 

 ですので、今後はまた蓮などのように地域

にとって大事にしたいものはあるかと思い

ますので、そのようなところは、再発見では

ありませんが見つけていきたいと考えてお

ります。 

○景観計画係長 カテゴリーが６つあるこ

とについてです。前回もこちらのカテゴリー

をどうするかということが推進部会の中で

話になったのですが、実は当初はこんなに単

純な６個に分かれているわけではなく、風土

やシンボルなどをもう少し長い文章で分類

をしようとしておりました。実際に集めてみ

た結果、もう少し単純化しないと伝わらない

のではないかということや、カテゴリーの名

前は小学生が分かるくらいの単純化したも

のが良いのではないかということで、前回は

この６つのカテゴリーに分けることに落ち

着きました。今回は、このカテゴリーについ

てはまた景観審議会で話し合う機会があり

ます。前回も応募が集まる前は具体的な話は

なかなか難しかったのですが、実際募集が集

まったあとにカテゴリーを分けるほうが検

討しやすいのではないかと思います。ぜひ今

後の審議会で検討していただきたいと思っ

ております。 

次に、「その他」についてですが、確かに

様々なものが複合している風景がほとんど

ですので単純に分けられないのですが、「そ
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の他」を設けてしまうと、ほとんど「その他」

を選択してしまうことが考えられます。メイ

ンの風景を考え、単純化して前回はこのよう

な形で分けさせていただきました。今回は、

皆さんのご意見を聞き検討していきたいと

考えております。 

○矢口委員 分けた結果６つに分かれるの

は別にいいのですが、チラシの裏側の「川」

「みどり」「花」「まち並み」「建造物」「活

動」で、ここに入っていないものを応募した

くなくなってしまわないかと、そこが懸念で

す。 

○都市建設課長 確かに委員がご懸念され

る良い風景がこのカテゴリーにないから応

募しないという方も、もしかしたら出てきて

しまうのかもしれませんが、区としましては、

応募した写真とカテゴリーが合っていなく

ても全然気にしておらず、まずは皆さんに応

募していただきたいと考えております。その

中でどのようなものが出たかによって、今は

６つで分けておりますが、次回やるときに７

つが良いという話になれば、プラスアルファ

でまた新たなカテゴリーを設けて投票して

いただきたいと思います。あくまでも今回は

募集だけなので、また次の段階で投票をして

いただく場面が出てきますので、そのときに

はこの６つのカテゴリーではなく、もしかし

たら７つのカテゴリーに分けた中で投票し

ていただくこともあると思います。今後のこ

ちらの審議会の中でも、カテゴリーが投票す

るときに当初考えていた６で良いのか、もう

一つキーワードを入れたほうが良いのかと

いうことは、そのときにまた議論させていた

だければと思っております。 

○矢口委員 承知いたしました。 

○水野委員 今の関連の話で言うと、私もカ

テゴリー分けはわざわざする必要があるの

かと思いました。風景資産であればわざわざ

カテゴリーと分ける必要があるのかという

ように率直に思ったのですがその辺はいか

がですか。 

○景観計画係長 前回様々な風景が集まっ

てきて、何かに基づいて分類しないと、同じ

ような風景が多く集まって混乱することが

ありました。例えば前回多かったのは舎人公

園のネモフィラなのですが、これを舎人公園

と一緒にしていいのかどうなのかとかすご

く迷ったところがあります。種類で分けると

か場所で分けるとか様々な方法がある中、前

回はこのように種類で分けるところに落ち

着いたのですが、これは本当に皆さんで話し

合っていかないといけないところだと思い

ます。このカテゴリーでなく、何か別の良い

分け方があったりしたら教えていただきた

いと思います。 

○水野委員 分かりました。特にカテゴリー

分けをして、それをその後に活用していくと

いうことが決まっていないのであれば、風景

資産なので、ネモフィラの舎人公園のそのよ

うな風景が良いという方が１，０００人いた

ら１，０００人で良いのではないかと思いま

す。活用方法が決まっていないのであれば、

わざわざカテゴリー分けをする必要がない

かと思いました。先ほどの委員からのご指摘

がありましたが、「その他」がないだけで送

っていただけないのももったいないと思い

ましたので、一つご指摘したいと思います。 

 また、この風景資産を選定した上で、どの

ように今後保全とか活用をしていくのかと

いうところがこの資料を見ただけでは分か

りにくかったので、その辺のところをもう少

し教えていただければと思います。 

○都市建設課長 活用の件ですが、昨年の５

月に選定した風景資産について、昨年の１１

月に千住地域、舎人地域のまち歩きを行いま

した。今後、何件になるか分かりませんが、

風景資産を選定した際には、またまち歩きを

していきたいと思っているのが１点です。そ

れ以外に、景観法に基づく景観重要建造物と

いう制度があり、こちらは今、足立区内では

指定できていないという状況です。こちらは

所有者の方の同意など様々な制限がかかる

ものであり、かなりハードルは高いです。区

としましては、まず風景資産を選定させてい

ただき、その中で機運醸成を図り、所有者の

方のご理解が高まれば、今後、景観法に基づ

く景観重要建造物等の指定も視野に入れて

考えていきたいと考えているところです。 

○水野委員 もう１点ですが、今回オンライ

ン申請を含め、個人情報も入れての応募かと

思うのですが、やはり今このようなご時世な

ので、手軽に申請、風景資産の応募ができる

と良いと思いました。 

 今、Ｘもすごくフォロワー数も伸びていて、

やはり若い世代というのは、わざわざ写真を

撮って、それに個人情報を添えてまで応募し

てくるかというと結構ハードルが高くなっ

てくると思います。パシャッと写真を撮って



12 

 

送るとか、良い風景が出てきたときに、選定

したいものをリポストするとか、「いいね！」

を押すとか、そのようなものでも今後の区民

の皆様、多くの皆様の反応を見ていく指標の

一つになるのではないかというように思い

ました。その辺もご検討いただければ良いと

思いました。 

○都市建設課長 今回のチラシの裏面の下

に書いてありますが、プレゼントを考えてい

たものですから、「プレゼントを希望する方

はお名前と住所を書いてください」という形

でやらせていただいております。募集するに

当たり、個人情報がなくても応募することは

可能です。ノベルティを希望する方を追いか

ける必要があるため書かせていただきまし

た。ただ、基本的には個人名を書かずに応募

していただいても構いません。 

○水野委員 分かりました。そのように書い

てあります。一見すると必要なのかというよ

うに思ってしまったので、もう少し分かりや

すくしていただけると良いと思います。 

○斉藤委員 またチラシの話で、細かいかも

しれないので恐縮ですが、裏面の⑤の応募方

法の「窓口」というところについて、「本応

募用紙を」とありますが、「本応募用紙と写

真」と書かないで分かるだろうか、写真がな

くて応募してしまわないだろうかと心配に

なりました。また、第１回選定風景の荒川や

千住新橋からの眺めなどの３３件について、

例えば、「花」の「都市農業公園の河川敷花

壇」の文字数が揃っておらず、私としては見

にくいと思いました。中黒というか、黒い丸

で一つずつ区切っていただいたりすると分

かりやすく読めるのではないかと思います。

文字が全体的に黒々としていて見にくいと

思いました。２点ほど改善していただいたら

私としては見やすいと思いました。 

 また、質問なのですが、「川」は漢字で「み

どり」が平仮名なのはなぜなのでしょうか。 

○都市建設課長 写真につきましては、必要

なことが分かるような形で明記して工夫さ

せていただきます。また裏面のところで、例

えば「川」の項目に「荒川」などと書いてあ

るのですが、そこに中黒など、そのような印

をつけ、いくつあるのか分かりやすいような

表記にしていきたいと考えております。 

○景観計画係長 カテゴリーに関連して先

ほどから何点かご質問があった件ですが、

「その他」を応募用紙など、応募する段階で

入れることは可能かと思います。投票や選定

の段階でどのように扱うかは分からないで

すが、募集が少なくなってしまうのは確かに

もったいないと思います。投票や選定の段階

で景観審議会にかけるときに他のカテゴリ

ーに分けてしまうかもしれませんが、「その

他」という項目を作ることは可能かと考えて

おります。 

 また、「みどり」や「まち並み」など、漢

字にするか平仮名にするかというのは前回

も話題になりました。小学生にも分かるよう

にするということと、学識の委員の方々に相

談した際、平仮名と漢字の使い分けに関する

ご意見をいただき参考にさせていただきま

した。平仮名の使い方について会長からご説

明していただけると助かります。 

○鈴木会長 「まち」を平仮名にしたりする

と、市街地からまち並みまで全てを含みます。

「みどり」も同様に、草花からや樹木まで、

あるいは一群となった緑地までを含んだ意

味になります。先ほど、「川」を「川・水辺」

に変更するという追加がありました。足立区

内には水が中心となるような景観がありま

すが、川でないものもあります。そこを重視

して「川・水辺」にしましょうということに

なっています。 

○斉藤委員 「みどり」と「まち」について

分かりました。勉強になりました。 

○野沢委員 １つお伺いしたいのですが、私

は区議会議員の写真部に加入させていただ

いており、写真を先生に教えていただきまし

た。デジタルの場合は色合いや明るさ、風味

などを手軽に変えられると思います。その加

工の範囲というのはどれぐらいまで許され

るのか、メルクマールのようなものはあるの

でしょうか。 

○都市建設部長 特にそのようなコードは

ありません。あくまでも風景資産ということ

ですので、先ほどの話と重なりますが、写真

コンテストではないため、写真の出来合いと

いうより、風景として送っていただければ構

いません。そこについては特に制限は設けま

せん。 

○都市建設課長 今回応募いただいた風景

については現地も確認させていただき、その

風景が区として守り育てたい風景なのか確

認させていただきます。あくまで、写真につ

いては応募者の方がどのようなイメージを

持っているのかというだけですので、それを
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選定するか否かについては審議会にかけて、

事務局も現場を確認したいと考えていると

ころでございます。 

○野沢委員 ありがとうございます。そうい

ったことでしたら、例えば白黒とかで応募を

しても、事務局の方が現場を確認して審議会

にかけるといったプロセスを入れていただ

けるのであれば大丈夫なのかと思います。 

○磯野委員 ３点ほど質問と確認がござい

ます。１点目は、先ほど斉藤委員からもご指

摘があったのですが、細かいところで恐縮で

すが、応募方法の記載の仕方です。チラシの

表面のほうが、応募方法の「郵送、持参の場

合（写真とコメントを添付）」という書き方

になっていますが、裏面の応募方法⑤の項目

では「応募用紙と風景写真を添付」と書いて

あります。応募する側は、「写真と応募用紙

を添付」か「写真とコメントを添付」のどち

らかに統一したほうが分かりやすいと思っ

たのですが、表面と裏面で表記を変えている

のは何か理由がありますかというのが１点

目のご質問です。 

○景観計画係長 表面と裏面の表現が異な

ることに意味はないので直します。ただ、応

募用紙を使うのは紙で出していただく方だ

けですので、意味としては写真とコメントが

必要ということです。窓口に持ってくる場合

は応募用紙も必要ということが伝わるよう

に書こうと考えております。 

○磯野委員 お願いいたします。２点目です

が、同じくチラシの裏面のタイトルのところ

に分かりやすく例を書いてくださっていて、

「〇〇公園の〇〇、〇〇からの眺め」と書い

てありますが、タイトルの注意書きに「『ど

こ』で見た『何』の風景かわかるように記載」

と書いてあるので、いわゆる見た場所、視点

場と何を見たかという主対象、その２つを特

定するタイトルをつけてくださいという意

味なのかと解釈しています。そうすると、例

の２つ目の「〇〇からの眺め」だと何を眺め

ているか分からないので、「〇〇からの〇〇

の眺め」のように主対象を特定しなくても良

いのかというところが２点目です。 

○景観計画係長 前回も視点場がどこなの

かということが重要視されていて、２つ目の

項目の場所について、どこから見たのかとい

うことをなるべく詳しく住所で欲しいと考

えておりました。先ほども言ったように、現

場も見に行きたいと考えているので、どこの

場所から見られる風景なのかは確実に書い

ていただきたいと考えております。ただ、前

回、タイトルについては皆さん様々なつけ方

をしており、場所や何の風景なのかではなく、

心情的なタイトルをつけてくる場合もあっ

たりしました。風景資産として選定するとき

は、裏面の一番上にあるように、なるべく「ど

こ」の「何」の風景なのかが伝わるような形

にしたいので、できればこのようにしてくだ

さいと具体例を書いています。細かく指定し

てしまうと難しいですが、「どこ」で見た「何」

の風景か分かるタイトルをつけていただけ

ると助かると思い、このような表現にさせて

いただいております。 

○磯野委員 分かりました。タイトルについ

て、視点場というか、どこから見たかの部分

が絶対条件というわけではありませんが、必

要な情報で、それに対して何を眺めているか

というのが具体的に書けるようであれば書

いてもらえば良いし、そうではなくても、ど

こからが分かれば良いというようには考え

ているということだと思います。３点目なの

ですが、テーマのところに（仮）とついてい

ますが、これは今回の審議会で確定したら

（仮）が取れるという認識でよろしいでしょ

うか。 

○景観計画係長 そのとおりでございます。 

○磯野委員 分かりました。ありがとうござ

います。確認事項は以上です。 

○野沢委員 今回「守り育てたい足立らしい

風景」ということですが、前回、第１回のと

きは、子どもからの応募はどれぐらいあった

のでしょうか。 

○景観計画係長 今資料がないので、子ども

から何件応募があったか分かりませんが、小

中学校のほうに「きかせて！みんなのいけん」

というのを出させていただきましたが、それ

ほど多くの応募はありませんでした。 

○都市建設部長 野沢委員のご質問の趣旨

としては、子どもからの応募もたくさんあっ

たほうが良いのではないかというご趣旨か

と思います。今回、教育委員会にもご相談を

して、できるだけ小中学生からも応募をいた

だけるような工夫はしたいと思っておりま

す。 

○野沢委員 おっしゃるとおりで、できれば

ですが、子どもたち専用のカテゴリーを設け

ても良いかと思っています。小学生の子ども

たちとご高齢の方が守りたい風景はおそら
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く違うのではないかと思っています。そのよ

うな意味で、幅広い年代にアプローチするた

めに、ジュニア部門など、そのようなものを

設けても良いかと思いますがいかがでしょ

うか。 

○都市建設課長 今回、「きかせて！みんな

のいけん」からのお申込みであれば、小中学

生ということは分かりますが、一般に向けて

は年代を問わない形で募集するので、そのタ

ーゲットを絞った形で行うのは、なかなか難

しいと思っております。 

前回の第１回目の募集では、大人のような視

点でかなり渋い風景を選んでくる小中学生

もおりました。今後どのような形になるか分

かりませんが、実際に募集をかけてみて、蓋

を開けてみて工夫が必要であれば、そのとき

にはまた考えていきたいと思っております。 

○野沢委員 ありがとうございます。よろし

くお願いします。 

○斉藤委員 チラシの裏面、③の募集期間に

ついて、郵送も可能だとすると必着かと思い

ます。 

○都市建設部長 ２月１日までに必着でな

くても、その辺は融通が利きますので大丈夫

です。 

○斉藤委員 そうなのですか。消印有効でよ

ろしいのですか。必着かと思ったので。 

○都市建設部長 そこまで厳密なものでは

ないので、「必着」とまでは書かなくても、

２日についても、３日についても大丈夫です。 

○斉藤委員 分かりました。 

○鈴木会長 大分時間が過ぎたのですがよ

ろしいでしょうか。 

 よろしければ、委員の皆様のご意見を反映

して修正を加えていただいて、第２回風景資

産の候補募集を始めるということでよろし

いでしょうか。 

（意見なし） 

 それでは、続いて報告事項をよろしくお願

いいたします。 

○景観計画係長 それでは、報告１「専門部

会における部会長及び副部会長の選出につ

いて」ご説明いたします。 

 報告書に書いてあるとおり、足立区景観審

議会には、専門事項の調査審議のため、景観

計画の推進に関する事項を扱う景観計画推

進部会と大規模建築物や開発事業等におけ

る景観形成に関する事項を審議する景観形

成調整部会の２つの部会を設置しておりま

す。 

 そのうち景観計画推進部会で部会長及び

副部会長が選出されたので、ご報告いたしま

す。 

 部会長には、東京農業大学グリーンアカデ

ミー校長の鈴木誠委員が選出されました。 

 副部会長には、東京電機大学未来科学部建

築学科教授の小笠原正豊委員が選出されま

した。 

 報告１については以上です。 

 続きまして、報告２「景観形成調整部会に

おける審議結果について」、ご説明します。

報告書の２ページ～１２ページをご覧くだ

さい。 

 足立区では、景観条例に基づいて、大規模

建築物の事前協議及び開発地区内の個別建

設事業について、景観形成調整部会において

意見聴取を行い、良好な景観誘導を行ってお

ります。 

 前回の景観審議会以降、案件が８件ありま

して、こちらにつきましては、部会の意見を

踏まえて一定の対応がなされたと判断し、事

前協議が完了しております。 

 こちらについて詳細を説明すると長くな

りますので、まず案件名を中心に報告したい

と思います。 

 報告２－１につきましては「都営中高層住

宅足立区辰沼一丁目団地（第１期）」になり

ます。こちらは地上５階建ての共同住宅を新

築する計画でございます。 

 報告２－２は「都営竹の塚七丁目団地（第

二期工事）」になります。こちらも地上６階

建ての共同住宅２棟、８階建ての共同住宅１

棟を新築する計画でございます。 

 続きまして、報告２－３は「（仮称）西新

井本町四丁目高齢者施設計画」についてにな

ります。こちらは地上３階建ての高齢者施設

を新築する計画でございます。 

 続きまして、報告２－４「千住大川端地区

Ｃ－２地区開発事業」になります。こちらは

地上３４階建ての共同住宅を新築する計画

でございます。こちらにつきましても、様々

なご意見が出ましたが、統一された良好な景

観を形成するため、本計画の区域外の事業者

も含まれる地区協議会等で議論をするよう

に部会で求めており、まちづくり協議会で今

後も議論を進めていくとの回答をいただい

ております。 

 続きまして、報告２－５「北千住駅前地区
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市街地再開発事業」になります。こちらは地

上２９階建ての複合施設を新築する計画で

ございます。部会としては、下町情緒と新し

いまち並みが調和する活気あるまちづくり

を実現するため研究をするように意見を出

しております。 

 それに対して、先進事例の取組事例を検討

していきまして、さらに今後深めていくとの

回答をいただいております。 

 続きまして、報告２－６「都営高層住宅足

立区東保木間一丁目第２団地」になります。

こちらは地上９階建ての共同住宅を新築す

る計画でございます。 

 続きまして、報告２－７「都営住宅８Ｈ―

１３９東（足立区南花畑五丁目）工事」にな

ります。こちらは地上７階建ての共同住宅を

３棟新築する計画でございます。 

 続きまして、報告２－８「（仮称）足立区

千住二丁目計画新築工事」になります。こち

らは地上１９階建ての共同住宅を新築する

計画でございます。 

 以上が今まで行った審議の内容になりま

す。 

 続きまして、以前の事前協議案件の工事完

了についてご報告いたします。こちらは報告

３になりますので、報告書の１４ページ～１

５ページに案件概要、１７ページに完了した

案件の地図等がございます。こちらも案件名

をご紹介させていただきます。 

 報告３－１は「（仮称）足立区千住３丁目

プロジェクト」になります。共同住宅の新築

工事であり、大規模建築物の事前協議を行っ

たものが協議内容どおりに施工されている

ことを確認いたしました。 

 報告３－２「北綾瀬駅前商業施設計画新築

工事」になります。商業施設の新築工事であ

り、大規模建築物の事前協議を行っておりま

す。工事が完了し、協議内容どおりに施工さ

れていることを確認いたしました。 

 続きまして、報告３－３「（仮称）ポンテ

グランデＴＯＫＹＯ Ｅ街区 新築工事」に

なります。共同住宅の新築工事であり、千住

大橋駅周辺地区景観ガイドライン区域内に

おける個別建設事業の事前協議を行ってお

ります。工事が完了し、協議内容どおりに施

工されていることを確認いたしました。 

 続きまして、報告３－４「（仮称）ヤマダ

デンキ竹の塚店新築工事」になります。商業

施設の新築工事であり、大規模建築物の事前

協議を行っております。協議内容どおりに施

工されていることを確認いたしました。 

 続きまして、報告３－５「（仮称）足立区

綾瀬三丁目計画」になります。共同住宅の新

築工事であり、大規模建築物の事前協議を行

っています。協議内容どおりに施工されてい

ることを確認いたしました。 

 続きまして、報告３－６「千住東町住宅外

壁改修工事」になります。共同住宅の外壁修

繕工事であり、大規模建築物等の事前協議を

行っています。今回その工事が完了し、協議

内容どおりに施工されていることを確認い

たしました。 

 短くなりますが、報告事項につきましては

以上となります。 

○鈴木会長 ありがとうございます。 

 では、ただいまの報告案件３件ありました

けれども、何かご質問ございましたらよろし

くお願いいたします。 

（意見なし） 

 そうすると、今日の審議案件、報告事項は

全て終了いたしましたので、司会進行は事務

局のほうにお返しします。ありがとうござい

ます。 

○都市建設課長 鈴木会長、議事進行ありが

とうございました。 

 次第２の「その他」につきましては、特に

ございません。 

 最後に、事務局から事務連絡がございます。 

次回の審議会の開催日程につきましては、

令和８年９月を予定しております。後日改め

てご案内させていただきます。 

 また、本日お車にて来られた方につきまし

ては、駐車券をご用意しておりますので、事

務局までお申し出ください。 

 事務局からは以上でございます。委員の皆

様から何かございますでしょうか。 

（意見なし） 

 では、以上で第４２回足立区景観審議会を

閉会いたします。皆様、本日はどうもありが

とうございました。 

 


